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⾃⼰紹介 〜⽇本下⽔道事業団とは〜

⽇本下⽔道事業団とは︖ 地⽅公共団体の要請に基づき、
下⽔道事業の実施を⽀援・代⾏する組織（⽇本下⽔道事業団法）

 これまで、⽇本の下⽔道普及率の急速な向上に⼤きく関与

 昭和47年
(1972)

設⽴ 技術者をプールし、地⽅公共団体の業務を⽀援・代⾏
する組織

 平成15年10
⽉
(2003)

地⽅共同
法⼈化

地⽅公共団体が主体となって業務運営を⾏う組織

JSの歴史

【地⽅共同法⼈の例】
地⽅公共団体⾦融機構、地⽅競⾺全国協会、
地⽅公務員災害補償基⾦、地⽅税共同機構、
地⽅公共団体情報システム機構

創⽴50周年
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⾃⼰紹介 〜下⽔道事業のライフサイクルとＪＳの技術援助業務〜

調査、計画

維持管理
・経営

建設

設計

下水道事業

耐震調査

設計受託

建設受託

生物診断

包括委託支援

都道府県構想
広域化・共同化

維持管理受託

汚泥有効利用調査

事後点検
（アフターフォロー）

改築

ストマネ計画策定

あらゆるフェーズに
ＪＳの役割あり

事業計画

使用料改定支援

企業会計化支援

経営戦略策定・見直し

ソリューション推進部の業務

PPP/PFI
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持続的な下⽔道事業運営の実現に向けた事業フロー

✓経営戦略の策定
✓ストックマネジメント

計画等、各種計画の策定
✓企業会計への移⾏

経営・資産情報
把握

✓合理的かつ
効率的な汚⽔処理⽅法

✓事業の効率化
✓適切な⼈員体制確保

広域化・共同化
検討・実施

✓⼀層の事業効率化、
経費削減

✓⺠間ノウハウの導⼊
✓適正な事業運営

官⺠連携
検討・実施

持
続
的
な
下
⽔
道
運
営
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１．地⽅公営企業法適⽤
(企業会計化）について

✓経営戦略の策定
✓ストックマネジメント

計画等、各種計画の策定
✓企業会計への移⾏

経営・資産情報
把握

✓合理的かつ
効率的な汚⽔処理⽅法

✓事業の効率化
✓適切な⼈員体制確保

広域化・共同化
検討・実施

✓⼀層の事業効率化、
経費削減

✓⺠間ノウハウの導⼊
✓適正な事業運営

官⺠連携
検討・実施

持
続
的
な
下
⽔
道
運
営
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１－１．総務省の要請・財政措置

３万⼈以上の団体は原則
令和２年４⽉からの法適化を要請

３万⼈未満の団体は
原則令和６年４⽉からの法適化を要請

R2 R3 R4 R5 R6

＜ポイント＞
○３万⼈未満の団体は、令和６年４⽉からの法適化を要請
○下⽔道事業における公営企業会計適⽤に要する経費に対する財政措置

地⽅債（公営企業会計適⽤債）を充当した場合、その元利償還⾦の⼀部を⼀般会計からの
繰出しの対象とし、当該繰出しの21〜49％に普通交付税措置

○集落排⽔事業、浄化槽事業も“できる限り”から、１段階強い原則“移⾏”を求める
○複数市町村で利⽤するシステム整備が補助対象（国⼟交通省の下⽔道広域化推進総合事業）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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出典︓総務省「公営企業会計適⽤の取組状況」(令和3年4⽉1⽇現在)

１－２．地⽅公営企業法適⽤の取り組み状況

＜ポイント＞
○公共下⽔道は北海道内の３万⼈以上団体ではすべてが適⽤済み※
○公共下⽔道は北海道内の３万⼈未満団体では取組中の団体が多い
○あくまでも国の“要請”（技術的助⾔）だが、法適化しないと財政⾯等で不利になる

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

【下水道事業を実施する人口3万人未満の団体】

適用済 取組中 検討中 検討未着手 統廃合確定等（※）

北海道 150 23 117 10

市町村等別取組状況(4)

都道府県名 団体数
公営企業会計適用の取組状況
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１－３．地⽅公営企業法適⽤（企業会計化）までの流れ
①移⾏事務の準備

（基本計画の策定）
⇒令和3年度上半期まで

②固定資産台帳の整備
（固定資産整理・評価）
⇒令和5年度上半期まで

（〜令和4年度取得分）

③移⾏事務
（関係部局調整、⾦融機関調整、
条例例規整備、新予算編成等）
⇒令和3年度〜令和5年度

④各種システムの整備
（企業会計システム等の導⼊）
⇒業者選定︓令和４年度中

契約︓令和5年度当初まで
稼働︓令和5年度夏頃まで

令和6年4⽉〜
地⽅公営企業法適⽤

（公営企業会計化）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

①法適化基本方針の検討

法適化基本計画の策定

②固定資産調査・評価

調査基本方針の策定

資産関連資料の収集

決算書の整理

工事関連情報の整理

資産調査・整理

その他資産の整理

資産評価

③公営企業会計システムの導入

運用方針の検討

システムの導入

システムの運用

④法適化に伴う事務手続

基本方針の検討

組織体制の検討

関係部局との調整事項の整理

条例・規則等の制定・改正

新予算の編成

打ち切り決算

職員研修

上半期 下半期 （企業会計移行）
業務区分 R2年度

上半期 下半期 上半期 下半期

１－４．地⽅公営企業法適⽤（企業会計化）までの流れ
令和６年度移⾏の場合の⼯程表（⼀例）

現在

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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１－５．資産調査のイメージ

19

内訳 ｎ ｎ+1 ｎ+2 …… 合計
歳⼊ 補助⾦ 20

企業債 70
⼀般会計 30
 （うち建設） 10
使⽤料 10

歳出 建設⽀出 100
維持管理費 30

年度 ⼯事名 ⾦額
ｎ 管きょ⼯事
ｎ+1 管きょ⼯事

処理場⼟⽊
ｎ+2 管きょ⼯事

処理場設備
ポンプ設備

⁝
100合計

①決算書の整理

建設財源の区分、税抜き圧縮処理

➁建設⼯事・委託⼀覧

決算書の整理及び建設⼯事・委託業務の整理を事業開始から令和3年
度まで終了していることが望ましいです。

直接費＋間接費＝取得原価

合致する

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

10



１－６．固定資産調査・評価単位の例

固定資産科目 施設分類 資産整理単位

管路施設（構築物） 管路 工事単位

ポ
ン
プ
場
・
処
理
場

建物 建築構造物 棟単位

建築機械設備 設備種別ごと（空調機、ファンなど）

建築電気設備 設備種別ごと（衛生設備、電灯設備等）

構築物 土木構造物 主要施設単位（例：初沈、反応タンク、終沈等）

場内整備施設 主要施設単位（例：場内道路、雨水排水、植栽等）

機械及び装置 機械設備 機器単位（ポンプ、ゲート等改築更新の取替単位）

電気設備 機器単位（操作盤、発電機等改築更新の取替単位）

その他資産
土地、備品、車両運
搬具

購入・購買資産や無形固定資産

出典︓下⽔道事業における公営企業会計導⼊の⼿引き（移⾏対応版）2015年版p.94を⼀部加筆

←⼤括り 管きょ ＞ 処理場・ポンプ場 詳細に→

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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・業務の範囲
・セグメントの概要
・導⼊するシステム構成、基本的な機能概要
・ライセンス数
・導⼊スケジュール
・Webシステムか⾃庁サーバーか
・動作環境
・マニュアル作成、操作説明会の実施
・保守体制、運⽤サポート体制

「企業会計システム構築業務仕様書」に関する⼀般的な事項は、『下⽔道事
業における公営企業会計導⼊の⼿引き』（⽇本下⽔道協会）を参考にしてく
ださい。
この他に盛り込むべき事項としては、以下のようなものがあります。

仕様書に盛り込む事項（例）

１－７．会計システム仕様書

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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予算科⽬の階層 予算科⽬、勘定科⽬は款、項、⽬、節、細節まで
管理可能であること。

仕訳処理の⾃動化 ・予算科⽬、勘定科⽬の⾃動表⽰。
・⼊⾦伝票・出⾦伝票の⼊⼒⽀援

調定管理及び収⼊管理 ・事前調定、事後調定いずれも可能である
・消費税区分の選択
・未収⾦、前受⾦、預り⾦の管理
・過誤納⾦、不能⽋損の処理
・⼊⾦消込

⽀出管理及び⽀払処理 ・⽀出負担⾏為、⽀出伝票等の作成
・⽀出命令、⽀払確定、FBデータ作成
・消費税区分の選択
・⽀出戻し⼊れの処理

固定資産管理 ・償却資産、⾮償却資産に対応している
・補助財源割合を設定できる
・CSVファイルによる情報更新が出来る
・減価償却費、⻑期前受⾦戻⼊の計算

１－８．会計システム機能要件書（例）-①
会計システムが備えておくべき機能については⼀覧表を作成し、仕様書と

ともに提⽰します。以下は、その例⽰です。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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決算（⽉次、年次） ・⽉次帳票（総勘定元帳、合計残⾼試算表等）の
作成
・決算報告書、損益計算書、貸借対照表、剰余⾦
計算書、収益費⽤明細書等の年次帳票を作成でき
る。
・任意にセグメント分けが出来る。
・仮受・仮払消費税振替処理、建設仮勘定振替処
理、損益振替処理、⼯事繰越処理等の年度切替を
⾏うことができる。

決算統計 ・決算統計に関する調書を出⼒することができる
こと。セグメント毎に設定した按分率で振り分け
・決算データを⾃動的に決算統計管理へ受け渡し
できる。
・20表、21表、22表、23表、32表が作成できる。
・千円単位の端数処理。
・電⼦調査票システムに適合した資料作成。

１－８．会計システム機能要件書（例） -②

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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１－８．会計システム機能要件書（例） -③
消費税計算 ・期中税抜、期中税込⽅式が、選択できること。

・消費税区分（課税・⾮課税・不課税）について
は、伝票⼊⼒時に予算科⽬により⾃動的に表⽰さ
れること。
・消費税の確定申告の為に消費税計算を⾏いその
結果を消費税算出表、国税庁様式の消費税申告書
（付表1〜5を含む）として作成できること。

予算編成 ・予算要求から予算書作成処理までができること。
・補正予算は複数回の処理を⾏うことができるこ
と。
・予算編成に必要な財務諸表を出⼒することがで
きること。

予算管理 ・予算残額の管理を⾏う。
・予算繰越
・配当換え、流⽤、充当
・決算⾒込みを反映した財務諸表の作成

※この他、企業債管理システム、貯蔵品管理システムを構築する場合は、
それぞれの機能要件を定める必要があります。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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選定方式 一般競争入札方式 指名競争入札方式

●　競争環境を確保することにより、委託料を重視した受託者の
選定ができる

●　一般競争に比べて、技術能力が不十分な者の入札参加を
排除でき、仕様に満たないものの納品等、リスク回避ができる

●　入札談合が起きにくい ●　入札審査等の業務が低減できる

●　委託者の恣意性を排除しやすい

●　委託料だけで受託者を決定するため、必ずしも応募者の技
術能力を十分に評価できない可能性がある

●　一般競争に比べて、入札参加者の範囲が特定されるので競
争の効果が減退するおそれがある

●　入札審査等の事務量が増大する ●　受託者を指名する過程で、恣意的な運用をするおそれがあ
る
●　指名により入札参加者が限定されると、入札談合を誘発し
やすい
●　技術力はあるが、実績の少ない者は入札への参加機会を
得にくくなる

●　入札審査等の事務量がかかる為、準備期間が必要である ●　一般競争入札に比べ短めの準備期間である
　　期間は、概ね、１．５～２ケ月程度 　　期間は、概ね、１．５～２ケ月程度
●　コストは、予定価格の範囲内となるが、 低価格を提示した
ものとの契約するため安価になる可能性がある

●　コストは、予定価格の範囲内となるが、 低価格を提示した
ものとの契約するため安価になる可能性がある

●　機能要件は、発注者の仕様により決定する ●　機能要件は、発注者の仕様により決定する

手続き

評価

特徴

●　発注者が入札公告に示した競争参加資格を満たす者は、
自らの意思で入札に参加できる。希望者すべてを競争に参加さ
せ、 も低価格を提示した入札者を落札者とする契約方法

●　発注者が入札参加資格や信用、その他について適当である
と認める特定多数の者を選んで、入札により競争させ、この中
から発注者に も低価格を提示した入札者を落札者とする契約
方法

メリット

デメリット

１－９．会計システム調達⽅法

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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選定方式 公募型プロポーザル方式 指名プロポーザル方式

●　発注者が入札公告に示した競争参加資格を満たす者の内
で、価格以外の要素（技術提案）を考慮した評価を行う契約方法

●　発注者が入札参加資格や信用、その他について適当である
と認める特定多数の者を選んで、価格以外の要素（技術提案）
を考慮した評価を行う契約方法

● 上記の選定過程により決定した受託者との間で、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号に規定する随意契約によ
り、契約を締結できる

●　上記の選定過程により決定した受託者との間で、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号に規定する随意契約によ
り、契約を締結できる

●　提案内容を重視して受託者の選定ができる ●　公募型に比べて、技術能力が不十分な者の参加を排除で
き、仕様に満たないものの納品等、リスク回避ができる

●　優先交渉権者選定後の契約交渉ができる ●　提案内容を重視して受託者の選定ができる

●　官民間で、適切な役割分担を構築することができる ●　優先交渉権者選定後の契約交渉ができる

●　官民間で、適切な役割分担を構築することができる

●　提案内容の評価基準について、客観性を確保し、募集の際
にあらかじめ明示する必要がある

●　受託者を指名する過程で、恣意的な運用をするおそれがあ
る
●　提案内容の評価基準について、客観性を確保し、募集の際
にあらかじめ明示する必要がある

●　提案内容が も良いと判断された者が受託者となるため、
委託費用の縮減は他の方式よりも期待できない

●　提案内容が も良いと判断された者が受託者となるため、
委託費用の縮減は他の方式よりも期待できない

●　委託者側に契約交渉の負担がかかり、交渉能力が求めら
れる

●　委託者側に契約交渉の負担がかかり、交渉能力が求めら
れる

●　総合評価競争入札方式に比べて、契約に比較的長期間を
要する

●　総合評価競争入札方式に比べて、契約に比較的長期間を
要する

●　競争入札に比べ長期間を要する ●　競争入札に比べ長期間を要する
　　期間は、概ね、３ケ月程度 　　期間は、概ね、３ケ月程度
●　コストは、希望価格の範囲となる ●　コストは、希望価格の範囲となる
●　機能要件は、提案内容による ●　機能要件は、提案内容による

メリット

デメリット

手続き

評価

特徴

１－９．会計システム調達⽅法

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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会計管理者 ・出納取扱い⾦融機関
・銀⾏⼝座の管理主体はどちらにするか
・調定から⼊⾦消込までのフロー・業務分担
・⽀出伺いから出⾦までのフロー・業務分担

財政部局 ・予算の作成フロー・業務分担
・決算の作成フロー・業務分担

総務部局 ・給与・賞与の予算計上、⽀給フロー・業務分担
・資産、備品管理の業務分担
・庁舎の使⽤料負担
・庁内ネットワーク使⽤

以下は、⼀部適⽤の場合の例ですが、列記している内容について、法適⽤後の
役割分担を協議する必要があります。

等

等

等

※⼀部適⽤の場合
１－１０．関係部局との調整

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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全部適用
の場合

一部適用
の場合

設置等に関する条例 ○ ○

公営企業分課規程 ○ －

公営企業事務専決規程 ○ －

公営企業文書取扱規程 ○ －

公営企業公印管理規程 ○ －

公営企業庁舎等管理規程 ○ －

その他組織に関する規程 ○ －

企業職員就業規程 ○ －

その他就業に関する規程 ○ －

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 ○ －

企業職員の給与に関する規程 ○ －

企業職員等旅費支給規程 ○ －

企業職員被服等貸与規程 ○ －

その他給与等に関する規程 ○ －

給与等

人事

検討の必要性

組織

  条例等 全部適用
の場合

一部適用
の場合

公営企業会計規程 ○ ○

その他経理に係る規程 ○ ○

下水道条例 既存 既存

下水道条例施行規程 既存 既存

その他下水道事業運営に関する規程 既存 既存

 下水道

 財務会計

  条例等

検討の必要性

※「下⽔道事業における公営企業会計導⼊の⼿引き（移⾏対応版）2015年版」
（公益社団法⼈⽇本下⽔道協会）を基に作成

１－１１．条例・規則の制定、改定

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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区 分 説 明

損益取引
（３条取引）

管理運営に関する取引
使⽤料収⼊、⼈件費、材料費、物件費、減価償却費、引当⾦、⽀払利息 等

資本取引
（４条取引）

建設改良費等に係る取引
例）建設改良費、企業債の発⾏・償還 等

Cf.地⽅公営企業法施⾏規則第45条に基づく別記第1号中の第3条及び第4条を⾔う。

地⽅公営企業法を適⽤しても、⾏政活動として予算の統制を受けることは変わり
ありません。
しかし、企業活動の側⾯を併せ持つため、予算を損益取引と資本取引の２つに区
分します。

予算書の様式が、地⽅公営企業法施⾏規則第45条に定められていることから、損
益取引を「3条取引」といい、資本取引を「4条取引」と⾔い表すことがあります。

損益取引においては、現⾦⽀出を伴わないが予⾒される費⽤も⾒込むことが特徴です。
⼀⽅、資本取引においては、現⾦収⽀のみを取り扱います。

１－１２．新予算の編成

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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移⾏前 公営企業会計予算

減
価
償
却
費

純
利
益

⼀
般
会
計
出
資

補
て
ん
財
源

起
債

元
⾦
償
還

⼀
般
会
計
出
資

建
設
改
良

建
設
改
良

収
益
的
収
⼊

収
益
的
⽀
出

元
⾦
償
還

起
債

現
⾦
を
伴
わ
な
い
経
費
と
利
益

経
常
的
経
費

資
本
的
⽀
出

経
常
的
収
⼊

資
本
的
収
⼊

資
本
的
⽀
出

資
本
的
収
⼊

第3条

第4条

元⾦償還の財源不⾜については4条予算
但し書きで補てん財源内訳を記載します。

損益取引において⾒込んだ、現⾦⽀出を伴わないが予⾒される費⽤については、こ
れを賄う収益（⼀般会計負担⾦、補助⾦）を検討する必要があります。

上記現⾦⽀出を伴わない費⽤は、内部留保となりますが、資本取引における収⼊不
⾜額に充当することになります。（補てん財源）

資本取引においては、通常、⽀出に対して収⼊が不⾜することになります。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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■総務省公営企業経営⽀援⼈材ネット事業
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/jinzai_net.html

■⽇本下⽔道事業団 研修センター
・下⽔道事業の企業会計化移⾏研修（宿泊型・オンライン型）
・企業会計移⾏⽀援 個別研修
※詳細・開催時期については、HP及び下記までご連絡ください。

【お問合せ先】⽇本下⽔道事業団 研修センター 研修管理課
TEL 048-421-2692 FAX 048-421-2860 https://www.jswa.go.jp/kensyu/

※⽇本下⽔道事業団における法適化⽀援受託業務（事業団が資産調査、会計システム構築、内部
⼿続きを⽀援）は受付を終了しました。

１－１３．今から使える地⽅公営企業法適⽤⽀援
3万⼈以上の法適化を通じて、たくさんのノウハウ・ツールが蓄積されています。
これらを有効活⽤して最短距離での企業会計化移⾏を実現してください。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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２．企業会計化後の下⽔道経営
（経営戦略・使⽤料の⾒直し）

✓経営戦略の策定
✓ストックマネジメント

計画等、各種計画の策定
✓企業会計への移⾏

経営・資産情報
把握

✓合理的かつ
効率的な汚⽔処理⽅法

✓事業の効率化
✓適切な⼈員体制確保

広域化・共同化
検討・実施

✓⼀層の事業効率化、
経費削減

✓⺠間ノウハウの導⼊
✓適正な事業運営

官⺠連携
検討・実施

持
続
的
な
下
⽔
道
運
営
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公営企業の「⾒える化」

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃⽌

投資・財政計画（基本10年以上）の策定
⼈材確保、

組織体制の整備
新技術、ＩＣＴ

の活⽤

公営企業会計の適⽤拡⼤ 経営⽐較分析表の作成・公表

抜本的な改⾰の検討経営戦略の策定・公表・PDCA

広域化等・
⺠間活⽤

○ 急激な⼈⼝減少等に伴う料⾦収⼊の減少
○ 施設の⽼朽化に伴う更新需要の増⼤
○ ⺠間活⽤の推進等に伴い職員数が減少する中、⼈材の確保・育成が必要
○ 特に中⼩の企業では、現在の経営形態を前提とした経営改⾰の取組だけでは、将来にわたる住⺠サービスを

確保することが困難となる懸念

相互に反映

・ 公営企業が⾏っている事業の意義、必要性等を検証し、今
後の⽅向性について検討

・ 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を⾏うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

・ 中⻑期の視点に⽴った⼈⼝減少の推計等を踏まえた、アセッ
ト（ストック）マネジメントの成果や将来需要予測を反映させ
ながら、当⾯の10年以上の投資・財政計画を策定

・ PDCAサイクルにより必要な⾒直しを図る

・ 抜本的な改⾰や経営戦略に、より的確に取り組むため、経営・資産等を正確に把握、各種経営指標を活⽤

更なる経営改⾰の推進

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収⽀ギャップを解消する）

 事業そのものの必要性
 公営で⾏う必要性

 事業としての持続可能性

 経営形態

⺠営化・⺠間譲渡

広域化等

⺠間活⽤

※ 総務省資料を基に⼀部加⼯

２－１．公営企業の⾒える化

経営基盤の拡⼤としての広域化令和7年度末までに改定要

特に「減価償却費」

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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※ 総務省資料

２－２．令和7年までに経営戦略を改定した後は、さらに新たな
フェーズへ展開。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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地⽅公営企業繰出⾦の要件
第８ 下⽔道事業
８ ⾼資本費対策に要する経費
（１）趣旨

⾃然条件等により建設改良費が割⾼のため資本費が著しく⾼額となっている下⽔道事業につい
て、資本費負担の軽減を図ることにより経営の健全性を確保することを⽬的として、資本費の⼀
部について繰り出すための経費である。
（２）繰出しの基準
ア 繰出しの対象となる下⽔道事業は、前年度末時点で経営戦略を策定している次の事業とする。

ただし、平成22 年国勢調査において⼈⼝３万⼈以上の市町村（構成市町村の⼈⼝合計が３万
⼈以上の⼀部事務組合及び広域連合を含む。）が実施する公共下⽔道及び特定環境保全公共下⽔
道にあっては、地⽅公営企業法を適⽤している事業に限る。

（令和３年度の地⽅公営企業繰出⾦について（総務省）より抜粋）

下⽔道事業における⾼資本費対策に係る地⽅交付税措置については、⼈⼝３万⼈以上の地⽅公共
団体は令和３年度から、⼈⼝３万⼈未満の地⽅公共団体は令和６年度から、公営企業会計の適⽤
を要件とする予定であることにご留意いただきたい。

（令和３年度の公営企業等関係主要施策に関する留意事項について
（令和３年１⽉22⽇総務省⾃治財政局公営企業課他事務連絡）より抜粋）

※高資本費対策とは、建設改良費が割高なため資本費が高額な下水道事業において、 資本費負担の軽減を図ることによ
り 、 経営の健全性を確保することを目的として 、 資本費の一部を繰り出すとともに 、 交付税措置を講じるもの

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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社会資本整備総合交付⾦の交付対象事業の要件 ①
イ 社会資本整備総合交付⾦事業

イ－７ 下⽔道事業

２．交付対象事業の要件

（６）公営企業会計の適⽤に係る要件
１）⼈⼝３万⼈以上の地⽅公共団体については、令和２年度以降の予算・決算について、公営
企業会計に基づくものに移⾏していること。
２）⼈⼝３万⼈未満の地⽅公共団体については、令和６年度以降の予算・決算について、公営
企業会計に基づくものに移⾏していること（既に廃⽌が決定している等、将来にわたる継続を
⾒込まない事業や、災害対応その他の理由により、期間内の移⾏が著しく困難な地⽅公共団体
を除く）。

（７）使⽤料改定の必要性の検証に係る要件
公営企業会計の導⼊済みの地⽅公共団体について、令和２年度以降、少なくとも５年に１回

の頻度で、下⽔道使⽤料の改定の必要性に関する検証を⾏い、経費回収率の向上に向けたロー
ドマップ（概ね１０年程度での段階的な使⽤料適正化や経営改善等の具体的取組、実施予定時
期及び業績⽬標を記載（有識者等の意⾒を聴いて策定されたもの））を策定し、国⼟交通省へ
提出するとともに、検証結果を公表していること。

（社会資本整備総合交付⾦交付要綱（令和3年3⽉30⽇改正）
付属第２編 交付対象事業の要件（国⼟交通省）より抜粋）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

令和２年７⽉２２⽇ 国⼟交通省下⽔道事業課企画専⾨官通知
『下⽔道事業における収⽀構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項』より

ロードマップに基づき収⽀構造の適正化に積極的に取り組む地⽅公共団体を重点的に⽀
援するため、公営企業会計を適⽤した地⽅公共団体において、以下のいずれかに該当する
場合は、当該団体が⾏う汚⽔処理に関する事業について、社会資本整備総合交付⾦の重点
配分の対象としないこととします。

・ロードマップに定めた業績⽬標を達成できない場合。

・令和７年度以降、供⽤開始後30年以上経過しているにも関わらず、
使⽤料単価が 150円/㎥未満 であり、
かつ経費回収率が 80％未満 であり、
かつ 15年以上 使⽤料改定を⾏っていない場合。

社会資本整備総合交付⾦の交付対象事業の要件 ➁
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２－２ 道内下⽔道事業の経営状況

総務省「令和2年度地⽅公営企業年鑑」-7.下⽔道事業の概況-12.個表に所収のデータに基づき⽇本下⽔道事業団にて算出

88.4％

172円/㎥ 245円/㎥

69.5％

60.4％

257円/㎥
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２－３ 経営戦略改定の検討事項

１．下⽔道使⽤料
⼀般会計の負担が限界となる中、収⽀改善のために検討が

避けられない。

２．建設改良費の総額
建設改良に充てる起債残⾼をどの程度でコントロールする

か

３．維持管理費についてコスト削減策
（本⽇は、広域化・共同化、PPP/PFIについて取り上げま
す。）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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１．総 論︓ 改訂の⽬的、下⽔道事業の将来構想 等

２．資産戦略︓ 投資試算

３．資本戦略︓ 今後の起債発⾏予定、補てん財源シミュレーション 等

４．費⽤戦略︓
○単独でのコストダウン

施設の統廃合、更新資産のスペックダウン、ダウンサイジング、
維持管理・事務のアウトソーシング、新技術導⼊等の⽀出抑制・経費削減

○近隣団体との広域化・共同化
複数の⾃治体で事業の管理運営を⾏う企業団の設⽴などの事業統合・経営統合、
施設の共同設置、維持管理・事務の共同化によるスケールメリットによる⽀出
抑制・経費削減

○ＰＰＰ（官⺠連携）／ＰＦＩの導⼊検討
包括的⺠間委託、指定管理者制度、DBO、PFI、コンセッション

５．収⼊戦略
〇使⽤料⽔準、⼀般会計繰出⾦
○下⽔道施設敷地の有効活⽤（収益化）

処理施設の上部空間を活⽤（太陽光発電、⾵⼒発電、広告⽤⽤地等＝新幹線沿線）
遊休地・未利⽤地（計画縮⼩）への企業誘致（⼯場、物流施設等＝⾼速道路近縁）

２－４ 弊事業団の取り組み（経営戦略改訂）
財務諸表の資産・資本・費⽤・収益ごとに現状分析を⾏い、対策の検討を勉強会形
式で積み上げることにより改訂作業を⾏います。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

複数パターンのシミュレーション

⇒弊事業団ベテラン技術チームによる検討、提案
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２－５「経営戦略」改定業務スケジュール
（地⽅公営企業法適⽤済みの公共下⽔道事業の例）

投
資
試
算
・
財
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試
算
の
作
成

投
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・
財
政
計
画
の
作
成

効
率
化
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効
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の
検
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・
承
認

﹁
経
営
戦
略
﹂
の
完
成

取

り

ま

と

め

ス

ト

マ

ネ
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耐
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備

収
⽀
ギ
ャ
ッ
プ
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検
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果
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映

【必要検討項⽬】
・経営⽬標の決定（経費回収率100％）
・複数のシミュレーション（使⽤料改定を想定）
・起債償還額、減価償却費、補てん財源の試算
・⼀般会計との協議

【必要検討項⽬】
・総投資額⽬標の決定
・財源の検討
・⼀般会計との協議

R5 R6 R7

R5企業会計決算データ

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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（ご参考）ＪＳでは経営戦略改定の⽀援をしています
■全国のべ320団体での経営⽀援実績（平成12年度〜令和３年度実績）

技術・経営両⾯に精通したスタッフが専任で下⽔道事業経営を⽀援します。
経営戦略策定・改定の経験がない⾃治体でも安⼼です。

■⼈員補充せずに経営戦略の改定ができます（ピークカット効果）
期限のある国の改定要請に対して、決算作業に忙殺される中でも、
着実に経営戦略改定作業を前進させることができます。

■事前に経営状況分析を実施
協定締結前に経営状況の強みと弱みを分析。分析結果に基づき意⾒交換し、
改定の⽅向性を検討します。

■各種計画との整合性を図ります
総合計画、基本計画（全体計画）、事業計画、ストマネ計画、SDGs達成
⽬標等各種計画・⽬標、使⽤料改定⽅針との整合性を図ります。

■有識者の派遣が可能
審議会において委員へのレクチャーが必要な場合は、当事業団職員を有識者として

派遣が可能。
■下⽔道事業経営全般のご相談を承ります（内容により別途経費必要）

【お問合せ先】⽇本下⽔道事業団 ソリューション推進部 事業経営⽀援課
TEL 03-6361-7852 FAX 03-5805-1806 E-mail︓ js-solution@jswa.go.jp

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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３．下⽔道の広域化・共同化
✓経営戦略の策定
✓ストックマネジメント

計画等、各種計画の策定
✓企業会計への移⾏

経営・資産情報
把握

✓合理的かつ
効率的な汚⽔処理⽅法

✓事業の効率化
✓適切な⼈員体制確保

広域化・共同化
検討・実施

✓⼀層の事業効率化、
経費削減

✓⺠間ノウハウの導⼊
✓適正な事業運営

官⺠連携
検討・実施

持
続
的
な
下
⽔
道
運
営
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財政改善のために…⽀出抑制施策の強化を︕

官⺠連携

広域化・共同化

■⽇本下⽔道事業団ソリューション推進部PPP・広域化推進課
官⺠連携（PPP）事業や広域化・共同化の動向をふまえ、新しいかたちの下⽔
道事業の運営に係る⽅策を提案・⽀援するために、令和3年4⽉に新設されま
した

財政改善施策

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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広域化・共同化のメニュー（例）

し尿の受け⼊れ 施設の統廃合

集中監視施設の共同設置、
運転監視業務の共同化

汚泥の集約・共同処理

ハード連携

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

業務継続計画（BCP）
の共同化 維持管理業務の共同化

ソフト連携
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広域化・共同化計画に係る意⾒交換会
令和3年度、国交省主催で全都道府県対象に「「広域化・共同化計画」の策定にかかる意⾒交換会」を開催
（全３回） ※JSはオブザーバーとして参加

参加者 都道府県窓⼝ 主催者 オブザーバー
都道府県下⽔道担当者
（必要に応じて関係部局も参加）

各地⽅整備局下⽔道担当
農⽔省、⽔産庁、環境省、総務省担当者
※総務省は第２回から参加

国⼟交通省下⽔道部
下⽔道事業課事業マネジメント室

⽇本下⽔道事業団

時 期 内 容

第
1
回

R3.7/26
〜８/31

※北海道は
8/6参加

全都道府県を対象に、以下の説明、意⾒交換を実施。
① 国交省から計画策定の⽬的、意⾒交換会の開催趣旨、取組事例の紹介。
② 策定済み広域化・共同化計画の紹介（⼭形県、埼⽟県、広島県）。
③ 各都道府県より事前に提出された課題についての意⾒交換。

第
2
回

R3.10/26
〜11/16

※北海道は
11/1参加

全都道府県を対象に、以下の紹介、情報提供を実施。
① 第1回で寄せられた課題に対する解決事例の紹介

（ハード連携︓4事例、ソフト連携:2事例）。
② 総務省、農林⽔産省からの情報提供。
③ 都道府県委員会 広域化・共同化調査専⾨委員会における調査報告の共有。

第
3
回

R4.1/25
〜2/18

※北海道は
1/25参加

全都道府県を対象に、以下の説明、意⾒交換を実施。
① R4年度の広域化・共同化に関する予算概要についての説明。
② 全都道府県より、計画策定状況や今後の取組⽅針について発表。
③ 中核都市へのインセンティブについて、都道府県からの提案および意⾒交換を実施。
④ 国交省作成の意⾒交換会FAQ（案）について、追加要望の確認や補⾜説明を実施。

→現在、R2:3団体（⼭形県、埼⽟県、広島県）、R3:5団体（⻘森県、⼤阪府、熊本県、佐賀県）
R4:1団体（岩⼿県）の計８団体が広域化・共同化計画を策定・公表済。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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24
17

14

12

7

6

6

3

3

2

インセンティブ

(中心都市のメリット）

合意形成

効果の算定・評価方法

予算確保・交付対象範囲

職員不足

市町村への意識付け

煩雑な事務手続き

雨天時浸入水対策

既存システムの不一致

関連部局との連携

（全体の約26％）

意⾒交換会から⾒えてきた課題…インセンティブ

各都道府県から寄せられた広域化・共同化に係る課題（n=94）

インセンティブ
（中⼼都市のメリット）

合意形成

効果の算定・評価⽅法

予算確保・交付対象範囲

市町村への意識付け

煩雑な事務⼿続き

⾬天時浸⼊⽔対策

既存システムの不⼀致

関係部局との連携

職員不⾜

・中⼼都市へのインセンティブがないため、
活発な議論とならない。

・どの⾃治体にもメリットは発⽣するが、
引き受けてもらうためのメリットは少ない。

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

第1回意⾒交換会③各都道府県より事前に提出された課題についての意⾒交換から…
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8件

10件

5件

2件

3件

4件

4件

⼈材派遣・確保

マニュアル・歩掛の作成

適化法の緩和

交付税の⾒直し

事例の紹介

事務負担制度の整備

交付対象範囲の拡⼤

意⾒交換会から⾒えてきた課題…インセンティブ

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

≪マニュアル・歩掛の作成≫
→バックアロケーション算定⽅法のマニュアル掲載、

共同発注事務の共通仕様書、標準歩掛の策定。

≪適化法の緩和≫
→処理場の廃⽌に伴う国庫補助⾦返還の免除。

≪交付税の⾒直し≫
→交付税措置対象経費の⾒直しや普通交付税への補正係数導⼊。

≪事例の紹介≫
→全国の取組事例の継続的な紹介。

≪事務負担制度の整備≫
→事務費の負担割合や算出・提⽰⽅法の整備。

≪交付対象範囲の拡⼤≫
→中⼼都市は管渠の交付対象範囲を⽰す市町村区分

（甲⼄丙）を⼀段階下げる等、対象範囲の拡⼤。

主な提案内容

→中核都市へのインセンティブが課題だが、最適な解決策は⾒つかっていない。

各都道府県から提案のあった、
中核都市へのインセンティブ（n=36）

第3回意⾒交換会③中核都市へのインセンティブについて、都道府県からの提案および意⾒交
換から…
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交付⾦対象範囲の拡⼤（下⽔道広域化推進総合事業）
 地⽅公共団体における汚⽔処理の広域化を促進するため、計画策定から取組までを総合的に⽀援する「下

⽔道広域化推進総合事業」を平成30年度に創設
 令和元年度には「複数の地⽅公共団体が共同で利⽤するシステムの整備」を、令和２年度からは、「し尿

処理場から下⽔道への接続管渠等の整備」を交付対象に追加

40出典︓令和３年度 第３回広域化・共同化計画にかかる意⾒交換会資料

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施



「下⽔道以外の汚⽔処理施設と共同で汚⽔処理を実施する場合は、処理⼈⼝及び処理
⽔量の２分の１以上を下⽔道事業が対象としている地域に限る」

R3年度まで

下⽔道以外の汚⽔処理施設と事業を実施する場合の要件を、「下⽔道事業の処理⼈⼝
及び⽔量が、対象地域において最⼤である場合」に変更

R4年度〜

交付⾦対象範囲の拡⼤（下⽔道広域化推進総合事業）

41出典︓令和３年度 第３回広域化・共同化計画にかかる意⾒交換会資料



広域化・共同化における中⼼都市（統廃合の受⼊側）

下⽔処理場の統廃合
廃⽌側
A町

地元説明
地元調整

B市
受⼊側

（イメージ）10万⼈以上30万⼈以下都市

デメリット

メリット

技術、ノウハウの
継承困難

維持管理、改築更
新費⽤の低減

1⼈当たりの
負担減少

施設管理数の削減

1⼈当たりの
負担増加

施設管理数の増加 スケールメリット
の発⽣
メリット

デメリット

議会対応

住⺠説明

地元調整

デメリット

メリット

技術、ノウハウの
継承困難 維持管理、改築更

新費⽤の低減

1⼈当たりの
負担減少

施設管理数の削減

議会対応

住⺠説明

地元調整

メリット

デメリット

1⼈当たりの
負担増加

施設管理数の増加
スケールメリット

の発⽣

＋αの
メリット…︖

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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+αの⽅策を考える

+αの⽅策とは…

+ 新技術の導⼊による省コスト、効率化
（ダウンサイジング、ICTを⽤いた遠隔監視など）

+ スケールメリットを活かした新たな収⼊源の確保
（コンポスト、ガス発電など）

+ 官⺠連携による事業の更なる効率化・費⽤軽減

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

43



広域化・共同化の実現に向けたフロー（案）
実 施 検 討 実施最上流 上 流 検 討

広
域
化
・
共
同
化
構
想

︵FS

調
査
︶

概
略
検
討
・
合
意
形
成

基
本
設
計

基
本
計
画

詳
細
設
計

施
⼯

事
業
開
始

広
域
化
・
共
同
化
の
簡
易
試
算

経
営
戦
略
︑
ス
ト
マ
ネ
計
画
な
ど

上位計画も踏まえた下⽔道事業の総合ロードマップ作成が円滑な事業開始のカギ
 下⽔道事業をカネから⾒た「経営戦略」
 下⽔道事業をモノから⾒た「ストマネ計画」

持
続
的
な
下
⽔
道
事
業
運
営
の
実
現

→下⽔道事業を持続させるための「将来の執⾏体制」（ヒト）へ向けて⽅針を検討することが重要

44

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

→あらかじめ「下⽔道全国データベース」「地⽅公営企業年鑑」等を活⽤し、
⾃⼰団体の強み、弱み（課題）を把握しておくことが「持続的な下⽔道事業運営」の実現には不可⽋

• 下⽔道全国データベース https://portal.g-ndb.jp/portal/
• データベースの活⽤と分析（下⽔道全国データベース カルテの⾒⽅）

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000422.html

（参考）



広域化・共同化の実現に向けたフロー（案）

ここで＋α⽅策も検討に含めると
作業の⼿戻りが防げる

試算から（もう少し詳細な）検討へ…
①検討対象⽔量︓計画値から実績値もしくは流⼊⽔量予測値へ変更
②費⽤単価︓ 費⽤関数から実績値へ変更
③増設規模︓ 容量計算による設定
④接続管渠位置︓処理場→処理場から接続⽔量分の余裕がある管渠

地点へ変更
⑤送⽔ポンプ︓ 距離設定から接続ルートの地盤⾼への変更
⑥概算事業費︓ 増設有無、規模を踏まえた事業費の算定
⑦LCC評価︓ 改築更新費⽤の算定等
⑧段階的統合案の検討

新技術の導⼊
新規収⼊源の確保
官⺠連携

実 施 検 討 実施最上流 上 流 検 討

広
域
化
・
共
同
化
構
想

︵FS

調
査
︶

概
略
検
討
・
合
意
形
成

基
本
設
計

基
本
計
画

詳
細
設
計

施
⼯

事
業
開
始

広
域
化
・
共
同
化
の
簡
易
試
算

経
営
戦
略
︑
ス
ト
マ
ネ
計
画
な
ど

持
続
的
な
下
⽔
道
事
業
運
営
の
実
現
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経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施



新技術の導⼊について

JSは、新技術の開発及び
受託事業における積極的
な導⼊を進めています

• 省エネ化・創エネ化
• 温室効果ガス排出量抑制による脱炭素化の実現
• 広域化・共同化の促進
• 下⽔道バイオマス資源の利活⽤の推進
• 下⽔道事業の持続性向上

ニーズに応える新技術（パンフレット）R3.7版

地⽅公共団体のニーズや課題から、JSが提案する解
決策を容易に検索できるよう、ニーズ・課題別に最
適な技術の概要や導⼊効果、導⼊事例などを取りま
とめました。

別冊 JS技術カタログ

「ニーズに応える新技術」で紹介したJSが提案
するソリューション技術について、技術毎にそ
の概要・特徴・導⼊効果などを紹介します。

https://www.jswa.go.jp/new-technology/
JS webサイトで情報提供しています

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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9⽉頃最新版発⾏・掲載予定



４．PPP/PFI導⼊
✓経営戦略の策定
✓ストックマネジメント

計画等、各種計画の策定
✓企業会計への移⾏

経営・資産情報
把握

✓合理的かつ
効率的な汚⽔処理⽅法

✓事業の効率化
✓適切な⼈員体制確保

広域化・共同化
検討・実施

✓⼀層の事業効率化、
経費削減

✓⺠間ノウハウの導⼊
✓適正な事業運営

官⺠連携
検討・実施

持
続
的
な
下
⽔
道
運
営
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官⺠連携、PPP/PFIとは︖

資
産
保
有

事業運営

民

官
民

通常の民間事業

通常の公共事業

包括的
民間委託

DBO方式 公設民営

公的空間
の利活用

官民連携
開発事業

PFI

BOT

BTO

コンセッション

指定管理者
制度

PPP（官民連携）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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下⽔道事業における官⺠連携（PPP）の可能性

汚泥の
農業利⽤

パークPFI

定期借地権
設置

容積率移転

ネーミング
ライツ

消化ガス発電

汚泥燃料化

省エネ機器
の導⼊

下⽔道敷地の
有効利⽤

民間企業地方公共団体

コンセッション DBO

PPP=Public Private Partnership
民間のノウハウ・技術を活用し、より良い下水道事業へ

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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PPP/PFI⼿法の種類
公共サービスにおいて、⺠間参画⼿法を幅広く捉えた「概念」

事業の効率性やコスト軽減効果が期待できる

⼩

⼤

⺠間
裁量

PPP/PFI⼿法
事
業
期
間

保
守
点
検

運
転
管
理

薬
品
調
達
等

補
修
・
修
繕

設
計
・

建
設
・
改
築

資
⾦
調
達

料
⾦
収
受

計
画
策
定

政
策
決
定
・

合
意
形
成

権
⼒
⾏
使

包括的
⺠間委託

処理場
ポンプ場

3〜5年
(最⼤20年)

管路 3〜5年
(最⼤20年)

指定管理者制度 3〜5年
(最⼤20年)

DBO⽅式 3〜5年
(最⼤20年)

PFI
(コンセッション以外)

20年

PFI
(コンセッション)

20年

レベル1

⺠ 間

⺠ 間

⺠ 間

⺠ 間

⺠ 間

公 共

公 共

公 共

公 共

公 共

公 共

レベル２
レベル３

全国の下⽔処理場
約25％が導⼊済

3都市運営中
1都市導⼊⼿続中

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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①⺠間事業者の収⼊は下⽔道料⾦とサービス対価（委託費）により構成される混合型コンセッション業であるため運営権対価は⽣じない
②公共下⽔道事業（汚⽔）と関連インフラ維持管理業務をバンドリングにより各施設の運転管理を効率的に実施可能
③過疎地域の⼩規模⾃治体による下⽔道事業を⻑期的に継続していくためのモデル的な事業
④すべての供⽤汚⽔管渠に運営権を設定し、管渠の効率的な維持管理⼿法を確⽴し、管理⼿法の全国展開を図る
（汚⽔管渠の点検時の不明⽔対策、重点的な管理点検による道路陥没や閉塞リスクの軽減、AIやIoT等積極的な新技術の導⼊）
⑤多様なインフラ管理を担う地域企業・地元の⼈材育成
⑥下⽔道資産の活⽤による、新しい収益の確保（下⽔道管渠内空間の研究活⽤、 終末処理場の命名権売却等）
⑦⺠間事業者主導の任意事業「⽣物膜ろ過併⽤DHSろ床法」の広報と国内外からの視察⾒学者誘致等が地域活性化にも寄与
⑧広域化・共同化推進の観点から、複数事業のバンドリングによる共同化のひとつの事例

⼩規模⾃治体のコンセッション事業の取り組み（須崎市）

事 業 対 象 施 設 と 業 務 内 容 事 業 方 式

公共下水道

経営業務 企画運営、下水道関連計画策定等 コンセッション

汚水管きょ 企画運営、維持管理（小修繕含む） 〃

終末処理場 運転維持管理 → 企画運営 （小修繕含む） 包括委託 → コンセッション

雨水ポンプ場 保守点検 仕様発注による維持管理委託

雨水管きょ 維持管理（小修繕含む） 〃

漁業集落排水処理施設
浄化槽 維持管理（小修繕含む） ※管きょは対象外 包括的維持管理委託

中継ポンプ場 維持管理（小修繕含む） 〃

クリーンセンター等 運転維持管理 〃

運営事業者（ＳＰＣ） 株式会社クリンパートナーズ須崎 代表取締役社長 村上雅亮

構 成 企 業

株式会社ＮＪＳ（※代表企業）

株式会社四国ポンプセンター

日立造船中国工事株式会社

株式会社民間資金等活用事業推進機構

株式会社四国銀行

総 事 業 費 26億9800万円（事業期間 R2年4月1日～R21年9月30日・19.5年間）

Ｖ Ｆ Ｍ 約7.6%（19.5年で、約2億2300万円の市負担額削減効果）

本コンセッションの特徴と狙い

コンセッション事業は、⺠間事業者⾃らが業務の企画調整を⾏うことができるため、⺠間事業者のノウハウを最⼤限活かすこと
ができ、官⺠⼀体となった公共下⽔道事業の経営改善を図ることができる。

出典︓⾼知から発信する下⽔道の未来 第４回シンポジウム
「須崎市コンセッション事業を⾃治体の⽴場から考える」

本事業のイメージ図
提供︓(株)グリーンパートナーズ須崎

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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出典︓第29回PPP/PFI検討会資料 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001489581.pdf

・須崎市公共下⽔道事業の概要



静岡県流域下⽔道の事業移管
従来は、静岡県下の４つの流域下

⽔処理場（⻄遠流域、天⻯川左岸
流域、静清流域、狩野川流域）は、
県の下⽔道公社により維持管理さ
れていた。

関連市町の合併により、流域下⽔
道事業のうち、天⻯川左岸流域、
静清流域、狩野川流域に関しては、
流域の成⽴要因が外れ、処理場は
市に事業移管されることに。

県の管理する流域下⽔道が減った
ので、県の下⽔道公社の存続の話
となり、検討の結果、わずかでは
あるが職員減、コスト減効果が
あったため、静岡県下⽔道公社は
解散。→JSで維持管理 →静岡市で包括

浜松市でコンセッション →県で包括

• 天⻯川左岸流域下⽔処理場（磐南浄化センター）
→ 磐⽥市へ移管 → JSへ維持管理委託

• ⻄遠流域下⽔処理場
→ 浜松市へ移管 → コンセッション事業（JSは第3者モニタリングで関与）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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①

②
③

※

JSによるコンセッション事業の取り組み（浜松市）

①セルフモニタリング
セルフモニタリング実施計画書に従い、運営権者が⾃らモニタリングを⾏う。

②市モニタリング
業務毎に専⾨性を活かして市の各担当課が⾏う。

③第三者モニタリング
⽇本下⽔道事業団が⾏う（市とダブルチェック）。

※⻄遠協議会
紛争調整の会議体で、学識経験者3名、市代表者1名、運営権者代表1名
の計5名で構成される。

会議体による報告の様⼦出典︓第23回PPP/PFI検討会資料 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373027.pdf

スキーム図の説明

JS

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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第三者モニタリング



JSによるコンセッション事業の取り組み（宮城県）

出典︓第28回PPP/PFI検討会資料 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001471625.pdf

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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JS

三段階モニタリング

■諮問内容
1. 運営権者によるモニタリング結果及び県によるモニタリング結果
2. 予測困難な環境変化に起因する運営権者収受額の定期改定、臨時改定の内容
3. 利⽤料⾦の改定内容
4. 改築計画書の内容
5. 運営権者が更新した設備の事業期間終了時の残存価値の算定内容
6. 県及び運営権者の間の紛争内容
7. その他，実施契約書において経営審査委員会の意⾒を求める事項 等

 各委員が、中⽴的な⽴場で客観的な評価・分析を⾏い、県及び運営権者に意⾒を述
べる。

 県及び運営権者は、経営審査委員会からの意⾒を最⼤限尊重して事業運営に当たる。



DB+(O) 事業の取り組み
滋賀県の例

①県は、ＪＳに事業者選定、実施設計・建設⼯事の発注・施⼯監理を委託する。
②事業団は事業者を選定する。選定にあたっては以下の点を考慮する。

・事業者が実施設計・建設⼯事及び維持管理・運営、コンポスト売買を
⼀体的かつ⻑期的に実施することを前提とする。

・事業者の創意⼯夫が発揮され、結果的に⾃治体の財政負担の縮減および
サービス⽔準の向上を図ることができる。

③事業者は、維持管理・運営、コンポスト売買の開始までに、それらの実施のみ
を⽬的とする特別⽬的会社（ＳＰＣ）を設⽴する。
④県は特別⽬的会社（ＳＰＣ）と維持管理・運営、コンポスト売買に関する契約
を締結する。

（契約関係イメージ図︓実施⽅針より抜粋）

（１）DB+(O)⽅式︓
Design Build + Operate
(実施設計・建設⼯事、維持管理・運営）

（３）JSの主な役割
・事業者の選定
・交付⾦事業等交付申請図書作成補助
・実施設計・建設⼯事の監督および各種検査
・実施設計・建設⼯事のモニタリング

（２）本事業構成
・コンポスト化施設の実施設計・建設⼯事（1年半程度）
・コンポスト化施設の維持管理・運営（20年間）
・コンポストの売買（20年間）

スキーム図の説明

R4.7⽉末現在、3事業を実施中
・福知⼭市汚泥処理施設再構築事業（R4.1.11契約）
・琵琶湖流域下⽔道⾼島浄化センターコンポスト化事業（R4.3.8落札）
・琵琶湖流域下⽔道湖南中部浄化センター下⽔汚泥燃料化事業（R4.4.21公告）

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施

 JSは、これまで実施してきたDB事業
の⽀援に加え、DB+(O)、さらには
DBO事業の実施へ向け、体制を拡充
していきます

広域化・共同化における広域汚泥処
理をはじめ、PPP導⼊の可能性があ
る事業について、導⼊検討から発注、
運営管理まで、総合的に⽀援します
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PPPを導⼊した場合の業務量イメージ

※ DBO⽅式: Design-Build-Operate（設計-建設-維持管理・運営）を⼀体で⾏う事業⽅式

JS
⽀援

地⽅公共団体 地⽅公共団体は、PPP事業
の導⼊にあたり、導⼊事前
検討・履⾏監視など新たな
業務が発⽣する

地⽅公共団体は、PPP事業
の導⼊にあたり、導⼊事前
検討・履⾏監視など新たな
業務が発⽣する

地⽅公共団体

これまでの業務 新たな業務

従前事業

PPP事業

 JSは、PPP（包括委託、コンセッション、DBO⽅式※

等）を導⼊することで地⽅公共団体側に発⽣する新たな
業務を積極的に⽀援します

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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コンセッション⽅式導⼊までの4つの壁

専⾨知識と意
欲を持つ職員
が少ない

⾃治体特有の
⼈事システム
との相性の悪
さ

収益を増やし
にくく裁量範
囲に制約がか
かりやすい

「⺠営化」と
混同されやす
く反対運動が
起こりやすい

⾃治体

官⺠連携事業の導⼊には⼤なり⼩なり同様の問題を抱えていることも…

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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執
⾏
体
制

JS 時
間

JS

壁を突破するために

下
⽔
道
事
業
の

特
性

JS

⾃治体とJSの役割分担により、壁の突破が可能に︕

住
⺠
理
解

JS

「⺠営化」と
混同されやす
く反対運動が
起こりやすい

専⾨知識と意
欲を持つ職員
が少ない

⾃治体特有の
⼈事システム
との相性の悪
さ

収益を増やし
にくく裁量範
囲に制約がか
かりやすい

⾃治体

経営・資産情報
把握

広域化・共同化
検討・実施

官⺠連携
検討・実施
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最後に

59

経営戦略 ストックマネジメント計画

ヒト・モノ・カネの課題
下⽔道事業従事者（技術、財務、…）

課題の解決策は
団体それぞれ

広域化・共同化
費⽤効果があまり⾒込めない場合
でも、定性的効果（職員の負担減
など）を期待して継続検討する⼿
もあり

使⽤料の適正化
同規模の団体より使⽤料が
低い、⼀般会計からの繰⼊
額が多いなら

官⺠連携 (PPP/PFI)
将来の執⾏体制が不安、事業の効率
化や脱炭素を⽬指すシステムを検討
するなら

○○計画

○○計画

持続的な下⽔道事業運営を実現させましょう

新技術の導⼊
資産の有効活⽤（収益化）
接続促進
滞納対策…

他にも⾊々な解決策が…

適切な解決⼿段
を選択



YouTubeチャンネルもご覧ください︕

https://www.youtube.com/channel/UCNvnIC62DbyIdIp3XzfRt3g/

本⽇の内容に関連する「下⽔
道の未来を⼀緒に考えません
か︖」シリーズほか、DX・
BIM/CIM・災害⽀援などの取
組みを紹介しています

わがまちの下⽔道、明るい未来への道
今が下⽔道の運命の分かれ道
経営戦略の⾒直し、使⽤料の改定へ待ったなし︕
JSは「⼈材のプール機関」です
下⽔道事業の抱える問題
官⺠連携とは︖
官⺠連携の種類
資産の有効活⽤とは―収益化事業―
広域化・共同化って何をしたらいいの︖

下⽔道の未来を⼀緒に考えませんか
（事業マネジメント）シリーズ
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★その他、R4年度最新動画をアップロード予定です



JS日本
下水道
事業団

下水道の未来を
一緒に考えませんか？

日本下水道事業団 ソリューション推進部

Tel： 03-6361-7857

Mail： js-solution@jswa.go.jp
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